
新たなルールに基づく行政文書の管理状況
についての調査結果（概要）

平成30年６月26日
内閣府大臣官房公文書管理課

○改正「行政文書の管理に関するガイドライン」に基づき、平成30年４月１日より

施行された各行政機関の文書管理規則の実施状況について、平成30年5月25

日現在の状況を調査。

○ 98機関、24,539人の文書管理者の回答を集計。
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文書管理担当者の指名状況

◆ 文書管理担当者を指名していない主な理由

○ 文書管理者が置かれている課室等に文書管理者以外の職員がいない。

○ 組織の規模が小さく、補佐級の職員等、文書管理担当者として指名することが適

当な者が在籍していない

平成30年５月25日現在

指名している

24,367 人

（99.3%）

指名していない

172 人

（0.7%）

指名している

指名していない

― ほぼ全ての文書管理者が文書管理担当者を指名済み ―
（残りは、文書管理者のみが在籍するなど小規模な組織が中心）
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正確性確保ルール等の実施状況
― ほぼ全ての文書管理者が正確性確保ルール等に基づいた文書管理を実施 ―
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A:ルールに基づいた運用を実施

22,553 人
91.9%

B:ルールに基づいた

運用が一部できてい

ない

1,986 人
8.1%

C:ルールに基づいた

運用ができていない

0 人
0%

A:ルールに基づいた運用を実施

B:ルールに基づいた運用が一部できていない

C:ルールに基づいた運用ができていない

平成30年５月25日現在

図２

※ 以下のルールの運用状況について、文書管理者ごとに回答を得た。

①複数の職員による確認を経た上で文書管理者が確認する。

②行政機関の外部の者と政策立案や事務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等を行った場合には、
行政機関内の出席者による確認を経るとともに、可能な限り、相手方に確認等を行う。

③検討や内容確認等の過程で随時内容が更新される行政文書については、更新のどの過程にある文書かを明示
するとともに、作成時点や作成担当を判別できるようにする。



ルールに基づいた運用が一部できていない理由

◆ その他の主な理由

○ ルールを把握していなかったが，e-learning研修により，ルールを理解したので，現在は

ルールに基づいて運用している。

平成30年５月25日現在

― 詳細な手順など具体的な運用方法が分からなかったという回答が多数 ―
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公表している

18,638人
96.8%

公表していない

（作業中を含む。）

611 人

（3.2%）

保存期間表の公表状況※

※保存期間表を作成済みの文書管理者のうち公表済の文書管理者数

保存期間表の策定状況及び公表状況

◆ 保存期間表を改正（作成）していない主な理由

○ 平成30年度4月1日付けで官職が新設され、改正作業中である。

○ 文書管理総括課による確認作業に時間を要しているため。

改正（作成）

している

19,249 人

（78.4%）

改正（作成）していない

（作業中を含む。）

5,290 人

（21.6%）

保存期間表の改正（作成）の状況

平成30年６月20日現在

◆ 保存期間表を公表していない主な理由

○ 文書担当課において記載内容についての確認、文言整理等を行っているところであ

るため。

平成30年６月20日現在

― 全ての文書管理者が保存期間表の改正に着手 ―
４分の３以上の文書管理者が改正（作成）済み

5

図４ 図５



1年未満の類型

を追加

7,172 人
29.2%

類型を追加して

いない

17,367 人
70.8%

1年未満の類型を追加 類型を追加していない

保存期間１年未満文書の類型の追加状況

◆ 追加された主な類型

○ 人事異動に関する文書（内示書）
○ 受験申込書、答案用紙、回答用紙
○ 情報システム等の操作に関する文書のうち定型的日常的文書
○ 個人、団体からの要望書、陳情書
○ 会合等のロジに関する文書（開催経緯に係るものは除く）

○ 給与、諸手当に関する文書（チェックシート等）

平成30年５月25日現在

― 約3割の文書管理者が、定型的日常的な文書を中心に追加 ―
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共有フォルダ等での体系的保存の状況

ガイドライン改正を踏まえ,

共有フォルダの構成等を

見直した

13,289 人

（55.2%）

ガイドライン改正前から、共有

フォルダの構成等を管理しや

すい構造としていた

2,734 人

（11.3%）

文書管理システム等にお

いて体系的に管理

7,636 人

（31.7%）

見直し等行っていない,

431 人

（1.8%）

ガイドライン改正を踏まえ,共有フォルダの構成等を見直した

ガイドライン改正前から、共有フォルダの構成等を管理しやすい構造としていた

文書管理システム等において体系的に管理

見直し等行っていない

※1年以上の保存期間を設定した行政文書について全て紙媒体で保存している文書管理者がいるた
め、文書管理者数の総数と合計数が一致しない。

（文書管理システムを用いることにより体系的な保存が可能）

― ほぼ全ての文書管理者が体系的保存を実施 ―

平成30年５月25日現在 7
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個人的な執務の参考資料等の保存状況

平成30年５月25日現在
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職員各自の机の

周辺等での管理を

徹底している

18,809 人
76.6%

職員各自の机の

周辺等での管理を

概ね実施している

5,172 人
21.1%

未実施の例がある

558 人
2.3%

職員各自の机の周辺等での管理を徹底している

職員各自の机の周辺等での管理を概ね実施

未実施の例がある

図８

― ほぼ全ての文書管理者が個人的な執務の参考資料について
職員各自の机の周辺での管理を実施 ―
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3カ月

20機関
20.4%

6カ月

9機関
9.2%

未設定

69機関
70.4%

3カ月 6カ月 未設定

図９

保存期間１年未満文書の廃棄期間の設定状況
― 設定済みの機関は、約３割にとどまる ―

（制度の再周知が必要）



研修の検討状況

内閣府より提供するe-

ラーニングを活用予定

97 機関

（99.0%）

e-ラーニング以外の手法

により研修を受けられる

環境を提供

1 機関

（ 1.0%）

内閣府より提供するe-ラーニングを活用予定

e-ラーニング以外の手法により研修を受けられる環境を提供

― 全行政機関において、各職員が毎年度一回研修を受ける環境を提供 ―

（ほぼ全ての機関がe-ラーニングを活用）

※各職員が研修を受けられる
環境について、提供予定なし
との回答をした機関は０

平成30年５月25日現在

◆ その他、公文書等の管理を適切かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得等
させるための取組例

○ 幹部会議など機関内での会議の際に、行政文書の管理に関する研修、指示等を必要な都度実施。

○ 研修後の小テストの実施、研修ビデオ等の配布、分かりやすいテキストの作成。 10

◆ サテライト研修の検討状況

○ ６４の行政機関においてサテライト研修の実施を検討。

図10


